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現
在
お
使
い
の
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
の
有

効
期
限
は
、
平
成
26
年
９
月
30
日

で
す
。

　

新
し
い
保
険
証
（
有
効
期
限
が

平
成
27
年
９
月
30
日
の
も
の
）は
、

９
月
末
日
ま
で
に
住
民
登
録
さ
れ

て
い
る
住
所
へ
、
世
帯
主
名
で
郵

送
し
ま
す
。

　

仮
設
住
宅
・
借
り
上
げ
住
宅
等

に
住
ま
い
を
移
し
て
い
る
方
、
ま

た
は
郵
便
の
転
送
が
必
要
な
方

は
、
郵
便
局
で
転
送
設
定
の
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。（
転
送
設

定
の
期
間
は
１
年
間
で
す
。
手
続

き
を
し
て
か
ら
１
年
以
上
経
過
し

て
い
る
方
は
、
再
度
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。）

　

現
在
お
使
い
の
保
険
証
は
、
10

月
以
降
に
役
場
・
各
公
民
館
に
設

置
す
る
、「
保
険
証
回
収
ボ
ッ
ク

ス
」
で
回
収
し
ま
す
。
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ　

町
民
課
（
☎
�
２
１
１
５
）

　

町
で
は
、
震
災
等
に
よ
り
被
災

さ
れ
た
方
へ
の
、国
民
健
康
保
険
・

介
護
保
険
の
一
部
負
担
金
（
医
療

機
関
等
で
の
窓
口
負
担
）
の
免
除

期
間
を
、
次
の
と
お
り
延
長
し
ま

す
。

　

平
成
26
年
10
月
１
日
か
ら
使
用

す
る
免
除
証
明
書
は
、
９
月
末
日

ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。（
保
険
証

に
同
封
し
ま
す
）

　

医
療
機
関
等
を
受
診
さ
れ
る
際

に
は
必
ず
提
示
す
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

【
免
除
証
明
書
の
有
効
期
限
】

①
震
災
に
よ
る
住
家
の
全
半
壊
等

に
該
当
す
る
方

平
成
26
年
９
月
30
日
➡
平
成
27
年

３
月
31
日

②
原
発
事
故
に
よ
り
避
難
指
示
区

域
等
に
該
当
す
る
方

平
成
26
年
９
月
30
日
➡
平
成
27
年

２
月
28
日

※
②
の
う
ち
、
特
定
避
難
勧
奨
地

点
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
区
域
及

び
旧
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
の
対

国
民
健
康
保
険
10
月

か
ら
新
し
い
保
険
証
で

国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
の

一
部
負
担
金
の
免
除
期
間
を
延
長
し
ま
す

象
の
方
で
、
上
位
所
得
者
に
該
当

す
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

◎
問
い
合
わ
せ　

健
康
福
祉
課　

（
☎
�
２
９
３
１
）

秋の交通安全教室
　夜光反射材等を活用した交通安全教室を開

催します。

　薄暮時に、車のライトに照らされた歩行者

が、運転手からどのように見えるかを体験す

る教室です。どなたでも参加できますので、

皆様お誘い合わせのうえご参加ください。

なお、雨天時は、中止とします。

日時　９月 25 日㈭ 18 時～ 19 時

場所　勤労青少年ホーム駐車場

主催　町交通対策協議会

　　　相馬地区交通安全協会・相馬警察署

◎問い合わせ　町民課　（☎�２１１６）

　
結
核
予
防
週
間

　

９
月
24
日
㈬
～
９
月
30
日
㈫
は

結
核
予
防
週
間
で
す
。

　

結
核
は
過
去
の
病
気
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
福
島
県
内
で
は
、
平
成

25
年
に
２
２
８
名
の
方
が
新
た
に

結
核
を
発
症
し
て
お
り
、
そ
の
う

ち
、
約
７
割
が
65
歳
以
上
の
方
で

す
。

　

咳
な
ど
が
長
く
続
く
場
合
は
、

早
め
に
医
療
機
関
を
受
診
し
ま

し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ

保
健
セ
ン
タ
ー
（
☎
�
２
０
９
６
）
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社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　
職
員
募
集

　

町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
次

の
と
お
り
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
内
容
・
人
員
　
事
務
員
１
名

受
験
資
格　

平
成
２
年
４
月
２
日

～
平
成
５
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方
で
４
年
制
大
学
を
卒
業

も
し
く
は
卒
業
見
込
み
の
方
。

受
験
条
件
　
社
会
福
祉
士
又
は
社

会
福
祉
主
事
任
用
資
格
（
い
ず
れ

も
資
格
取
得
見
込
み
可
）
の
あ
る

方
で
、
社
会
福
祉
に
理
解
が
あ
り

パ
ソ
コ
ン
操
作
の
出
来
る
方
。
運

転
免
許
取
得
者
（
普
通
免
許
）。

試
験
方
法

小
論
文
・
個
別
面
接
試
験

日
時　

10
月
29
日
㈬
９
時
～

場
所　

町
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー
視
聴
覚
室

受
験
手
続　

受
験
申
込
用
紙
及
び

提
出
先
は
社
会
福
祉
協
議
会
へ

申
込
期
限　

10
月
20
日
㈪

◎
問
い
合
わ
せ

町
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　
　
（
☎
�
４
２
１
３
）

９/20 ～ 26　動物愛護週間
ペットを飼っているみなさんへ

・犬もねこも大切な家族の一員です、愛情と責任を持っ

　て飼いましょう。

・不幸な子犬や子ねこを増やさないために、不妊・去勢

　手術を受けさせましょう。

・ねこの「室内飼い」をすすめています。交通事故や病

　気から守りましょう。

・犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう。

・犬の放し飼いはやめましょう。人に噛みついたり、交

　通事故にあうかもしれません。

・犬の散歩の際は、ビニール袋等を持参し、フンは持ち

　帰って適切に処理しましょう。また、リードは必ずつ

　けましょう。

・きちんとしつけをしましょう。トラブルを防ぐだけで

　はなく、災害時などに同行避難する場合にも重要です。

・保健福祉事務所では保護・収容された犬やねこを譲渡

　しています。責任を持って飼ってくださる方は、

　保健福祉事務所にご相談ください。

◎問い合わせ　相双保健福祉事務所（☎㉖１３５１）

　
自
賠
責
保
険
・
共
済
の

　
ご
案
内

　「
自
賠
責
が
あ
な
た
と

　
　
　
　
　
家
族
を
守
り
ま
す
」

　

交
通
事
故
は
、
被
害
者
に
と
っ

て
も
加
害
者
に
と
っ
て
も
悲
惨
な

結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
す
。

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
す
べ

て
の
ク
ル
マ
・
バ
イ
ク
１
台
ご
と

に
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お

り
、
加
害
者
の
賠
償
責
任
を
担
保

す
る
こ
と
で
、
被
害
者
の
基
本
的

な
賠
償
を
保
証
す
る
制
度
で
あ

り
、
被
害
者
の
救
済
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

　

一
人
一
人
が
、
よ
り
一
層
自
賠

責
制
度
の
役
割
や
重
要
性
、
保
険

金
・
共
済
金
の
支
払
い
の
仕
組
み

な
ど
を
十
分
に
理
解
・
認
識
す
る

こ
と
が
と
て
も
大
切
で
す
。

自
賠
責
保
険
・
共
済
な
し
で
の

　
　
　
運
行
は
法
令
違
反
で
す
！

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
万
一

の
自
動
車
事
故
の
際
の
基
本
的
な

対
人
賠
償
を
目
的
と
し
て
、
自
動

車
損
害
賠
償
保
障
法
に
基
づ
き
、

　
来
春
入
学
児
童

　
　
　
健
康
診
断
を

　
　
　
　
実
施
し
ま
す

　

町
教
育
委
員
会
で
は
、
10
月
に

来
春
小
学
校
に
入
学
す
る
児
童
の

就
学
時
健
康
診
断
を
実
施
い
た
し

ま
す
。

　

町
内
に
住
民
票
の
あ
る
児
童
及

び
町
内
保
育
所
に
通
所
し
て
い
る

児
童
に
は
、
事
前
に
教
育
委
員
会

か
ら
通
知
し
ま
す
の
で
、
決
め
ら

れ
た
日
に
指
定
さ
れ
た
学
校
で
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
町
内
に
避
難
さ
れ
て
い

る
前
記
以
外
の
方
で
、
来
春
小
学

校
に
入
学
す
る
児
童
が
い
る
保
護

者
の
方
は
、
教
育
総
務
課
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

教
育
総
務
課　
（
☎
�
４
４
７
７
）

原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
す
べ
て

の
自
動
車
に
加
入
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
お
り
、
自
賠
責
保
険
・
共
済

な
し
で
運
行
す
る
こ
と
は
法
令
違

反
で
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

国
土
交
通
省
東
北
運
輸
局
福
島
運

輸
支
局

（
☎
０
２
４
―
５
４
６
―
０
３
４
３
）
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児童館『あそびのひろば』開催
　新地町児童館では、10 月 4 日㈯に大人から子どもまで楽しめる「あそびのひろば」を開催します。

みなさん、ぜひ遊びに来てください。

　日時
　　10 月４日㈯
　　　　10 時～ 12 時
　場所
　　新地町児童館

◎問い合わせ　新地町児童館　（☎�４４３２）

むかし語り（10 時 5 分～ 10 時 15 分）

　新地町「かたってみっ会」の会員によるむかしばなしです。

「琴」の演奏（10 時 20 分～ 10 時 40 分）

　新地町内で活動している「三曲サポート会」のかたが演奏し

　ます。知っている曲がいっぱいです！

万華鏡づくり（10 時 40 分～ 12 時）

バルーンアート（10 時 40 分～ 12 時）

　駒ヶ嶺在住の鈴木寿子さんが作ります。自分で作ってみませ

　んか？

　他にも「木製積み木カプラ」「輪投げ」コーナーもあります！

　

テ
レ
ビ
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と

し
て
も
活
躍
し
て
い
る
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
後
藤
謙
次
氏
を
招
き
、
住

民
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
公
開
講
座

を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

10
月
７
日
㈫
開
演
13
時
30

分
（
開
場
12
時
30
分
）

場
所　

相
馬
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

（
相
馬
市
中
村
字
北
町
51
―
１
）

演
題　

東
日
本
大
震
災
と
政
治

入
場
料　

無
料

※
入
場
に
は
整
理
券
が
必
要
で
す
。

入
場
整
理
券

・
配
布
枚
数　

お
一
人
に
つ
き
５

　

枚
・
ま
で

※
無
く
な
り
次
第
終
了
し
ま
す
。

相
馬
地
方
市
町
村
会
公
開
講
座

後
藤
謙
次
氏
を
招
き
開
催・

配
布
場
所　

公
民
館
・
図
書
館
・

　

役
場
（
町
民
課
ま
た
は
企
画
振

　

興
課
）

◎
問
い
合
わ
せ

相
馬
地
方
市
町
村
会

　
　
　
　
　
　
（
☎
㉟
４
０
２
１
）

企
画
振
興
課

　
　
　
　
　
　
（
☎
�
２
１
１
２
）

　
軽
自
動
車
検
査
協
会

　
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
を

　
開
設

　

軽
自
動
車
検
査
協
会
で
は
、
利

用
者
の
皆
様
の
利
便
性
向
上
を
図

る
た
め
、
10
月
１
日
よ
り
「
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
し
ま
す
。

　

軽
自
動
車
の
名
義
変
更
・
返
納

届
出
等
に
関
す
る
照
会
等
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
電

話
番
号
（
０
５
０
―
３
８
１
６
―

１
８
３
７
）ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

第 13 回新地町男女共生のつどい
講演会

～男女共同参画の視点でみるふくしまの今～
日 時９月 28 日㈰ 13 時 30 分～ 15 時（13 時開場）

会 場　農村環境改善センター

講 師　NPO 法人ウィメンズスペースふくしま
　　　　ファミニストカウンセラー　丹羽麻子氏

主 催　新地町
　　　 新地町男女共同参画プラン推進会議
◎問い合わせ
　町教育委員会　教育総務課（☎�４４７７）

～講演内容～
　あの震災から 3 年あまり。暮らしの再建に懸命
にならざるを得ない日々にあって、ふくしまの女
性たちは、どのような苦労や悩みに直面したのか。
また、被災の中からどのように新しい一歩を踏み
出し始めたのか。被災女性相談の現場と、各地で
の取り組みから報告します。

NPO 法人ウィメンズスペースふくしま
入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料入場無料
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休日在宅歯科当番医

５日㈰ 廣瀬歯科医院
（原町区）☎㉓２２０７

12 日㈰あべ歯科医院
（相馬市）☎㊱５５１１

13 日㈪松永歯科医院
（原町区）☎㉓２６６９

19 日㈰斉藤歯科医院
（相馬市）☎㊱２６２５

26 日㈰松本歯科医院
（原町区）☎㉔１６８７

診療時間　９時～ 16 時

休日在宅当番医

５日㈰ 羽根田医院
（相馬市）☎㉟２９７０

12 日㈰桜ヶ丘さいとう整形外科
（相馬市）☎㉟１３３３

13 日㈪杉本医院
（相馬市）☎㊱３６５０

19 日㈰菅野医院
（新地町）☎�２３８８

26 日㈰あらき産婦人科クリニック
（相馬市）☎㉟０３０３

診療時間　９時～ 16 時

無料法律相談所
　新地町では、次のとおり弁護士および司法書

士による無料法律相談所を開設します。

開設日（10 月）
①司法書士による相談　 10 月 14 日㈫

②弁護士による相談　　 10 月 21 日㈫

場所・時間　役場１０１相談室　14 時～ 16 時

相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士

　　　　福島県司法書士会所属司法書士　　　

相談内容　被災者の生活に関する悩みや、消費生活に関すること

◎問い合わせ
福島県弁護士会相馬支部（☎㊱４７８９）

福島県司法書士会（☎ 024-534-7502）

町民課（☎�２１１６）

心配ごと相談
10 月 10 日㈮・20 日㈪ 10 時～ 15 時　保健センター

交通事故相談
10 月１日㈬ 　９時～ 17 時　役場１０１相談室

行政相談
10 月 10 日㈮　10 時～ 15 時　保健センター

10 月

　
休
眠
会
社
・
法
人
の

　
整
理
の
お
知
ら
せ

　

法
務
局
で
は
、
休
眠
会
社
・
法

人
の
整
理
作
業
を
行
い
ま
す
。

　

平
成
26
年
11
月
17
日
㈪
の
時
点

で
「
最
後
の
登
記
か
ら
12
年
を
経

過
し
て
い
る
株
式
会
社
」又
は「
最

後
の
登
記
か
ら
５
年
を
経
過
し
て

い
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財

団
法
人
（
公
益
社
団
法
人
及
び
公

益
財
団
法
人
を
含
み
ま
す
）」
に

つ
い
て
、
同
日
付
け
で
法
務
大
臣

に
よ
る
官
報
公
告
が
行
わ
れ
，
休

眠
会
社
・
法
人
に
法
務
局
か
ら
通

知
し
ま
す
。
平
成
27
年
１
月
19
日

㈪
ま
で
に
「
ま
だ
事
業
を
廃
止
し

て
い
な
い
」
旨
の
届
出
又
は
登
記

の
申
請
を
し
な
い
限
り
解
散
し
た

も
の
と
み
な
さ
れ
、
登
記
官
が
職

権
で
解
散
の
登
記
を
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

福
島
地
方
法
務
局
法
人
登
記
部
門

（
☎
０
２
４
―
５
３
４
―
１
９
０
４
）

法
務
局
HP
（http://w

w
w

.m
oj.

go.jp/M
IN

JI/m
inji06_00082.

htm
l

）

　釣師地区で整備を進めている防災緑地に、苗
木の植樹を行います。町民の皆さんに親しまれ
る緑地になるように進めて行きますので、お誘
い合わせのうえ奮ってご参加お願いします。
場　所　釣師地区内
参加費　無料
持ち物　汚れてもいい服装、タオル、帽子等
申込方法
　各公共施設に設置している、参加申込書によ
り、復興推進課に申し込みください。また、参
加申込書は町ホームページからもダウンロード
できます。
◎問い合わせ　復興推進課　（☎�２１３４）


